
 

平成30年3月29日(木) 
大阪労働局労働基準部監督課 

 平成30年度労働基準監督官採用試験を下記日程により実施します。 
 

 いわゆるブラック企業や過労死等の社会問題に対して、長時間労働の是正に向けた
取り締まりの強化や働き方改革のさらなる促進等を実現するため、労働基準監督官の
採用予定者数を増員します（平成29年度募集時より50名増員の280名）。 
 

 また、より多様な人材を確保するために採用の仕組みが変わります。 
（最終合格後、勤務を希望する労働局で採用面接を行い、採用後は原則として採用さ
れた労働局で勤務します。） 

平成30年 3/30(金) 9:00～ 4/11(水) 受信有効 

●労働基準監督 Ａ（法文系）約 210 名  ●労働基準監督 Ｂ（理工系）約70 名 

●第１次試験      平成30年 6/10(日) 

●第１次試験合格者発表 平成30年 7/  4(火) 

●第２次試験      平成30年 7/11(水) 12(木) 13(金) 

●最終合格発表     平成30年 8/21(火) 

●勤務希望局面接    平成30年 8/22(水)～ 
 

インターネット申込用受験案内アドレス 
【http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/jyukennannnai/jyukennannnai_rouki.pdf】 
 

インターネット申込専用アドレス 
【http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html】 
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平成30年度 労働基準監督官採用試験について 

労働基準監督官 
を募集します 
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勤務を希望する 
労働局での面接
がはじまりま

す！ 

http://www.mhlw.go.jp/


 労働基準法、労働安全衛生法などの法律に基づ

いて、定期的にあるいは働く人からの申告・相談

などを契機として、工場や事務所などに立ち入り、

機械・設備や帳簿などを検査して関係労働者の労

働条件について調査を行います。法律違反が認め

られた場合には事業主などに対し、その改善を指

導するほか、危険性の高い機械・設備などについ

てはその場で使用停止などを命ずる行政処分を行

います。 

 労働基準法、労働安全衛生法などには罰則が設

けられています。事業主などがこれらの法律に違

反し、度重なる指導にもかかわらず是正を行わな

い場合など重大または悪質な事案について、労働

基準監督官は刑事訴訟法に基づき、特別司法警察

員として取調べなどの任意捜査や捜索・差押、逮

捕などの強制捜査を行い、検察庁に送検します。 

労働基準監督官の主な仕事 

２ 

 臨検監督 

 労働安全衛生法などに基づき、職場における安

全衛生管理体制の確立、働く人の危険または健康

障害を防止するための措置などを講じるよう指導、

情報提供などを行います。また、ボイラー、ク

レーンなどの危険な機械については、製造許可や

検査を行ったりします。さらに働く人に重度の健

康障害を生ずるおそれのある化学物質など有害物

が製造されていないか調査を行うこともあります。 

 安全衛生業務 

 司法警察事務 
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